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体育における長そで上着・長ズボンの着用について 

 

早春の侯、保護者の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて標記の体育着についてですが、冬季期間の体育において長ズボンの着用を認めたい

と考えています。そこで白子小職員で安全面や運動面を考慮した着用ルールを定めました。

今年度は移行期間と位置づけ、以下のルールで着用可とします。 

つきましては下記のとおり、体育授業の際の長そで上着・長ズボンの着用について基準を

定めましたので、保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

1 長ズボンの着用について 

① 体育着の短パンの上から着用すること（着脱して体温調節ができるように）。 

② 運動に適した材質であること（ジャージ等の伸縮する材質）。 

③ チャック、ボタン等ついていないこと（転倒時の安全対策）。 

④ 体育用に持ってきたものであること（履いてきたものは不可）。 

⑤ 運動に適したサイズ感であること（引っ掛かり等の安全対策）。 

※レギンス、スパッツ、タイツ等はけがをした際にすぐに確認できないため、不可とし

ます。 

 

2 長そで上着の着用について（以前と特に変わりませんが再掲いたします。） 

① 上着は体育着の半そでシャツの上から着用すること。 

② チャックやフード、紐がついてないこと（安全面が確保できないため）。 

③ 運動に適した伸縮性のある材質のものであること。 

④ 体育用に持ってきたものであること（着てきたものは不可）。 


